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平成２７年度 大分県主任介護支援専門員研修 開催要項

１．目的

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の

介護支援専門員に対する助言・指導など、利用者の自立支援に資するケアマネジメント

が適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを

目的とする。

２．実施主体

大分県

３．実施機関

特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会

４．日程及び研修会場

第１期：平成２７年 ９月 ６日（日）新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮

９月２２日（火） 〃

９月２３日（水） 〃

第２期：平成２７年１０月 ３日（土） 〃

１０月 ４日（日） 〃

第３期：平成２７年１０月１８日（日） 〃

１１月２８日（土）大分職業訓練センター

１１月２９日（日） 〃

第４期：平成２７年１２月１２日（土）新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮

１２月１３日（日） 〃

計１０日間（６５時間）

５．研修受講料

２５,０００円（１０日間分）

（受講決定者は、後日郵送する振込用紙にて期限内に振り込みください）

６．定員

８５名

７．受講申込み締切

平成２７年７月１日（水）（消印有効）

８．受講対象者

受講対象者は、平成２７年７月１日現在、法令に基づき介護支援専門員の配置が必要

な大分県内の地域包括支援センター、介護保険施設または居宅介護支援事業所において、

現に介護支援専門員の業務に従事し、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を

有する者で、次の（１）と（２）の両方の要件を満たす者が対象となります。

※申込みにあたっては各種証明書の提出が必要です。
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（１）次の①及び②両方の研修、又は③の研修について、受講し修了している者又は見込

みの者。

①「介護支援専門員専門研修課程Ⅰ」

（平成15年度から平成17年度の旧・介護支援専門員現任研修基礎研修課程（Ⅰ又は

Ⅱ）を修了している者は、「専門研修課程Ⅰ」を修了したものとみなされます）

②「介護支援専門員専門研修課程Ⅱ」

③実務経験者に対する「介護支援専門員更新研修」

（更新研修の実務未経験者・再研修修了者は研修内容が異なるため対象外です）

（２）次の①から④のいずれかの要件を満たす者。

①専任（常勤専従）の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年（60ヶ月）以

上である者。（管理者との兼務は期間として算定できます）

②「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年４月

24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー養

成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーで

あって、専任（常勤専従）の介護支援専門員として従事した期間が通算して３年（36

ヶ月）以上である者。（管理者との兼務は期間として算定できます）

③施行規則第140条の66第２号のハに規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現

に地域包括支援センターに配置されている者。

（「主任介護支援専門員に準ずる者」の要件については、平成18年10月18日付け老計発

第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号「地域包括支援センターの設置

運営について」（通知）」の「６ 職員の配置等（１）センターの人員」参照のこと）

④その他、次の要件のいずれかに該当し、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経

験を有する者として都道府県が適当と認める者。

（ア）専任兼任を問わず介護支援専門員として実務に従事した期間が通算５年以上あり、

かつ県、市町村の実施する介護支援専門員を対象にした研修の講師を務めたこと

がある者。

（イ）地域包括支援センターに主任介護支援専門員として配属予定の者で、地域の介護

支援専門員に対する相談対応や支援等に関する知識及び能力を有する者として市

町村の推薦を受けた者。ただし、以下の実務経験どちらかを有するものとする。

（a）専任兼任を問わず介護支援専門員として通算５年以上実務に従事した経験がある。

（b）介護支援専門員の資格を有し、市町村や在宅介護支援センター、地域包括支援セ

ンターにおいて地域の介護支援専門員に対する相談・支援等の業務に通算５年以上

従事した経験がある。なお、専任兼任を問わず介護支援専門員として実務に従事し

た期間も含む。

９．申込方法

平成２７年度大分県主任介護支援専門員研修受講申込書に必要事項を記入したうえで、

添付書類を添付し、角２封筒（Ａ４版が折らずに入るサイズ）を用いて、当協会へ郵送

してください。申込書（添付書類含む）に必要事項が全て記入されていることを確認で

きた時点で受付をしますので、記入漏れや添付漏れがないように注意してください。
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10．受講決定

（１）申込み人数が定員を超えた場合は、１事業所について１名とし、以下の①から⑦ま

でを考慮して優先順位により受講者を決定します。

①今年度中に特定事業所加算の算定を予定している居宅介護支援事業所で、指導的な役

割を担っている者。

②地域包括支援センターに主任介護支援専門員として配属予定の者で、地域の介護支援

専門員に対する相談対応や支援等に関する知識及び能力を有する者として市町村の推

薦を受けた者。

③主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターに配置されている者。

④ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会の認

定ケアマネジャー。

⑤県、市町村の実施する介護支援専門員を対象にした研修の講師を勤めたことがある者。

⑥常勤の介護支援専門員が多い事業所に所属する者。（平成27年７月１日現在）

⑦常勤の介護支援専門員としての勤務年数が長い者。（平成27年７月１日現在）

※申込期限（平成27年７月１日）以降に受講申込書の記載事項を審査し、大分県との協

議のうえ受講決定を行います。

（２）受講の可否については、８月上旬頃に郵送により全員へ送付します。なお、電話等

での受講可否のご照会には応じかねます。

11．研修の修了

（１）研修の日程を全て修了した者に対し、大分県主任介護支援専門員研修修了証書を交

付します。

（２）本研修を終了するには、定められた研修課程をすべて履修する必要があります。

１日でも欠席があった場合は、当該年度において研修を修了することはできません。

翌年度以降に再び受講する場合であっても、すべての研修課程を再度履修していただ

きます。

（３）受講にあたってもしくは受講後に、受講要件等に不正が発覚したときは、その時点

で受講決定もしくは受講（修了）を取り消します。

12．その他

（１）研修の円滑な実施のため、受講申込書に基づいて受講者名簿を作成します。あらか

じめご了承ください。なお、個人情報については適正に管理し取扱いますが、演習等

で氏名や所属名の入った班名簿等を配布することがありますので、ご了承願います。

（２）主任介護支援専門員研修の演習課目においては、事例の提出・事例発表・司会進行

等をお願いしますので、受講に際して、あらかじめご承知ください。なお、事例の提

出・発表ができない場合、受講を認めませんのでご了承ください。

（３）講師や会場の都合等で、日程・会場などが変更となることもありますのでご了承く

ださい。

13．提出先

〒８７０－１１３３ 大分市宮崎１３６７番地１ 甲斐ビル２１５号

特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 宛

（「平成２７年度 大分県主任介護支援専門員研修 申込書在中」と明記）



研修課目 目的 会場
 9:00～ 9:20
 9:20～ 9:30

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

 9:00～ 9:20

計（65H） 特定非営利活動法人　大分県介護支援専門員協会

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

事例研究及び事例指導
方法①

受付

受付

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

大分職業訓練センター
２階大研修室

大分職業訓練センター
２階大研修室

受付
オリエンテーション

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

受付

新日鐵住金大分
人材育成センター攻玉寮

２階大ホール

介護事故は単に個人に対する注意喚
起や表面上の処置だけでは減少しな
い。再発防止の為には組織全体で事故
の背景、要因を明らかにして分析し対
策を講じることが重要であることから、リ
スクマネジメントの目的、取り組みを会
得する。

事業所の適正な運営を図るための「経
営管理」「人事管理」に関しての基礎知
識を会得する。

人材育成の方法であるスーパービジョ
ン（対人援助者監督指導論）の内容を
理解し、実践できる技能を身につける。

第
２
期

４
日
目

10月3日
(土)

 9:30～17:30
（7H）

５
日
目

10月4日
(日)

 9:30～12:30
（3H）

13:30～16:30
（3H）

平成２７年度　大分県主任介護支援専門員研修　日程表

机上の実務研修内容を就業後の実践
に照らして確認することにより重要な倫
理を会得する。

ケアマネジメントとそれを
担う介護支援専門員の
倫理

9月6日
（日）

主任介護支援専員の
役割と視点

第
１
期

 9:30～12:30
（3H）

人事経営管理

サービス展開における
リスクマネジメント

主任介護支援専門員が業務を行う上で
必要な心構え、知識、技能の修得を図
る。

人材育成の方法であるスーパービジョ
ン（対人援助者監督指導論）の内容を
理解し、実践できる技能を身につける。

受付

受付

受付

対人援助者監督指導②
（スーパービジョン）

対人援助者監督指導①
（スーパービジョン）

受付

事例研究及び事例指導
方法②

単に事例研究を行うだけでなく、支援困
難事例等を含めた事例をわかりやすく
指導、説明できる技能を会得する。

単に事例研究を行うだけでなく、支援困
難事例等を含めた事例をわかりやすく
指導、説明できる技能を会得する。

人権研修

ターミナルケア

地域において住民が自立した生活をお
くれるよう自立生活支援を目的とした地
域福祉の推進を構築するための基盤と
なる地域援助技術（コミュニティソーシャ
ルワーク）機能の理解と実践的な技術・
手法について学ぶ。

受付

８
日
目

16:30～17:30
（1H）

 9:30～16:30
（6H）

人材育成の方法であるスーパービジョ
ン（対人援助者監督指導論）の内容を
理解し、実践できる技能を身につける。

権利擁護を担う介護支援専門員として
必要とされる人権尊重の基本理念を習
得する。

高齢化の急速な進展、急性疾患による
死亡の減少の中で、現在大きく浮上し
ている高齢者の「ターミナルケア」に関
して現状・課題等について認識するとと
もに介護支援専門員の係わり方につい
て学ぶ。あわせて要介護高齢者に多い
疾病についても学ぶ。

地域援助技術
（コミュニティソーシャル
ワーク）

受付

第
３
期

第
４
期 10

日
目

６
日
目

７
日
目

事例研究及び事例指導
方法④

 9:30～16:30
（6H）

12月12日
（土）

10月18日
（日）

対人援助者監督指導③
（スーパービジョン）

単に事例研究を行うだけでなく、支援困
難事例等を含めた事例をわかりやすく
指導、説明できる技能を会得する。

 9:30～17:00
（6.5H）

事例研究及び事例指導
方法③

単に事例研究を行うだけでなく、支援困
難事例等を含めた事例をわかりやすく
指導、説明できる技能を会得する。

 9:30～16:30
（6H）

12月13日
（日）

11月28日
（土）

 9:30～16:30
（6H）

 9:30～17:00
（6.5H）

11月29日
（日）

 9:30～12:30
（3H）

日時（時間数）

９
日
目

１
日
目

２
日
目

３
日
目

9月23日
（水）

 9月22日
（火）

13:30～16:30
（3H）

13:30～18:30
（5H）
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平成２７年度 主任介護支援専門員研修の申込み・受講に関するＱ＆Ａ

質 問 回 答

実 ①研修期間中に５年を満たす場合、今年度 →今年度の受講はできません。

務 の申込みができますか？ ※平成27年７月１日までに満たせば可。

経

験 ②育児休業、疾病などの休職中の期間につ →算定できません。

いては実務経験期間に算定できますか？ ※勤務していない期間は実務経験年数から

差し引いてください。

③介護保険施設で基礎資格（看護師等）と →要件（２）④以外の方は算定できません。

の兼務の状況は、実務経験期間に算定で ※介護保険施設で介護支援専門員としての

きますか？ 専任（常勤専従）者に限ります。

※相談員との兼務も算定できません。

④在宅介護支援センターとの兼務の期間に →要件（２）④以外の方は認められません。

ついては、実務経験として認められます ※専任（常勤専従）で介護支援専門員とし

か？ て従事した期間を算定してください。

⑤パートをしていた「非常勤」の期間は実 →要件（２）④以外の方は認められません。

務経験に算定できますか？ ※専任（常勤専従）で介護支援専門員とし

て従事した期間を算定してください。

研 ①要件（１）の①と②にある「専門研修課 →実施機関（大分県社会福祉協議会大分県社

修 程Ⅰ・Ⅱ」、「基礎研修課程Ⅰ・Ⅱ」など 会福祉介護研修センター）に「受講証明

修 の修了証明書が紛失した場合、どうすれ 書」の発行依頼をし、提出してください。

了 ばいいですか？ なお、証明書発行には日数を要しますので

早めに手続きをしてください。

※社会福祉介護研修センター

ＴＥＬ：０９７－５５２－６８８８

②今年２回目の更新を迎えますが、１回目 →２回目の更新の方は、直近で受講した実務

と２回目どちらの更新の際に受講した実 経験者向け研修修了証明書のコピーを提出

務経験者向け研修修了証明書のコピーを してください。

提出すればいいですか？

そ 風邪や忌引きなどで欠席した場合、来年度 →補講等の振替は同一年度に限られており、

の 未受講課目だけ受講できますか？ 翌年度以降に再び受講する場合であって

他 も、すべての研修課程を再度履修していた

だきます。

大分県介護支援専門員協会



特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 宛

（ＦＡＸ：０９７－５０４－７５０１）

質問は、この用紙に記入しＦＡＸで提出してください

・受講に関してご質問がある場合は、ＦＡＸにて質問票を送付してください。

・質問内容を確認したうえ電話にて回答しますので、「担当者」と「回答先電話番号」を

必ずご記入ください。

・担当者不在の場合もあり、電話でのお問い合わせには応じかねますので、ご理解とご協

力のほど宜しくお願いします。

平成２７年度大分県主任介護支援専門員研修に関するＦＡＸ質問票

事業所の名称 所在地市町村

担当者名

回答先電話番号

【質問内容】

大分県介護支援専門員協会


